
市原市オンライン診療環境整備費補助金 申請要領 

 

１． 補助金の目的 

市民が安心して医療機関を受診し、医療機関が安心して医療行為を行えるよう

にするためにオンライン診療を推進することで、医療従事者と患者の接触を極

力避け新型コロナウイルス感染症の感染リスク軽減を図っていくことを目的と

しています。 

 

２． 対象機関 

市内に所在する病院・診療所・歯科診療所（以下、「医療機関」という。） 

 

３． 補助対象事業 

医療機関において、オンライン診療又はオンライン問診（以下「オンライン診療

等」という。）を行うための環境を整備する事業を対象とします。 

 

４． 補助対象期間 

令和２年４月１日から令和４年２月１８日まで 

※遡及しての申請を可能とします。 

 

５． 申請可能期間 

令和２年９月から令和４年１月３１日まで 

 

６． 補助対象経費 

別表１の通りとします。 

 

７． 補助金額 

上限額：３０万円 

 

８． 書類提出の方法 

市原市役所保健福祉課あての持参または郵送とします。 

（同課の住所は、本資料の巻末に記載しています。） 

 

 

 

 

 



９． （別表１）補助対象経費 

区 分 内 容 

情報通信機器等の購入経費 主にオンライン診療等を行うために使用する

機器（パソコン、タブレット端末、ウェブカメ

ラ、マイク、ヘッドセット、ルーター等）の購

入経費 

オンライン診療等システム 

導入に係る初期費用 

ソフト購入費、初期セットアップ等のシステム

導入の各種初期費用 

 

１０． 手続きの流れ 

(1) これから着手する場合 

医療機関： 申請書の提出 

（令和４年１月３１日まで） 

 ↓ 

 市： 交付決定通知書の送付 

  ↓ 

 医療機関： オンライン診療設備の購入・設置 ↓ 

 医療機関： 実績報告書の提出 

 （令和４年２月１８日まで） 

 ↓ 

 市： 交付額確定通知書の送付 

  ↓ 

 医療機関： 請求書の提出 

（令和４年２月２５日まで） 

  ↓ 

 市： 指定口座に振込※２ 

 

※１ 請求書の受領後、１ヶ月程度を目途に指定口座に補助金を振り込みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



(2) すでに着手済みの場合 

医療機関： オンライン診療設備の購入・設置※１ 

 ↓ 

医療機関： 申請書の提出 

（令和４年１月３１日まで） 

 ↓ 

 市： 交付決定通知書の送付 

  ↓ 

 医療機関： 実績報告書の提出 

 （令和４年２月１８日まで） 

 ↓ 

 市： 交付額確定通知書の送付 

  ↓ 

 医療機関： 請求書の提出 

（令和４年２月２５日まで） 

  ↓ 

 市： 指定口座に振込※２ 

 

※１ 申請日の時点で発注・導入までを終えている場合を想定します。 

※２ 請求書の受領後、１ヶ月程度を目途に指定口座に補助金を振り込みます。 

 

 

１１． 申請書類 

(1) 交付申請時の申請書類 

① 市原市オンライン診療環境整備費補助金に係る交付申請書（第１号様式） 

② 経費所要額調明細（別記第 1号様式明細別紙） 

③ 市税の滞納がないことの証明書（納税完納証明書）※１ 

④ その他市長が必要と認める書類 

 

※１ 書類は、市原市役所市民課及び各支所で交付しております。 

 

 

 

 

 

 



(2) 実績報告時の提出書類 

① 市原市オンライン診療環境整備費補助金実績報告書（第５号様式） 

② 領収書及び領収明細書※１ 

③ その他市長が必要と認める書類 

 

※１ 

・領収証は、費目ごとの内訳がわかる書式で徴してください。 

 

(3) 振込み請求時の提出書類 

① 交付請求書（第７号様式） 

 

１２． 定義 

(1) 病 院 

医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項に規定する病院 

(2) 診療所、歯科診療所 

医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第２項に規定する診療所 

 

１３． 注意事項 

(1) 本補助金の交付を受けた医療機関等においては、申請や実績報告にかかる 

証拠書類を整備し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から５年間保存して 

ください。 

(2) 補助金の交付決定後に、補助対象事業の変更・中止・廃止等がある場合は、

市原市保健福祉課にご相談ください。 

(3) 補助金を交付した後においても、導入したオンライン診療等システムや情 

報通信機器等の稼働状況・効果などについて、報告を求めるとともに実地調 

査をする場合があります。 

(4) 購入した情報通信機器等については、その資産の耐用年数の期間内に、市長

の承認を受けずに補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付けし、担

保に供し、市外の事業所に設置し、又はその他の処分をすることはできません。

もしこのような事案があるときには、補助金を返還していただくことがありま

す。 

 

 

 

 

 



問合先： 市原市役所保健福祉部保健福祉課 

電 話： ０４３６－２３－９７６８ 

ＦＡＸ： ０４３６－２４－７１３５ 

Email： hokenhukusi@city.ichihara.lg.jp 

住 所： 〒290-8501 市原市国分寺台中央 1－1－1 

（書類提出先） 


